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凡例

本書では、本文中に特に注記のない場合は、以下のとおり、略語を使用して
います。

1．法令など
労基法／労働基準法
労契法／労働契約法
パート法／短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
高年法／高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
障害者雇用促進法／障害者の雇用の促進等に関する法律
派遣法／労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律
労組法／労働組合法
安衛法／労働安全衛生法
労働施策法／労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律

2．諸機関
厚労省／厚生労働省
労基署／労働基準監督署
中労委／中央労働委員会
地労委／都道府県労働委員会

3．参考書籍（巻末に収録事件名を掲載）
『読本』／『実務家のための労働判例読本』／芦原一郎　著／経営書院刊
『読本2021年版』／『実務家のための労働判例読本2021年版』／芦原一郎　著

／経営書院刊
『読本2022年版』／『実務家のための労働判例読本2022年版』／芦原一郎　著

／経営書院刊
『読本2023年版』／『実務家のための労働判例読本2023年版』／芦原一郎　著

／経営書院刊
『読本2024年版』／『実務家のための労働判例読本2024年版』／芦原一郎　著

／経営書院刊
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グローバル化や少子高齢化・人口減少に伴い、日本社会も多様性がより
強く求められるようになり、経済市場や労働市場も多様化が進んでいま
す。当然企業も、（競争論）対外的な市場対応の方法（商品やサービス、
マーケティング、イメージ作り、等）だけでなく、（組織論）従業員や企
業文化等、組織や経営の構造的な部分からの多様性も重要になってきまし
た。

①　国・人事院（経産省職員）事件／23頁
②　AGC グリーンテック事件／28頁

上記裁判例のうち、①は、マスコミなどでも大きく取り上げられたもの
で、トランスジェンダーの職員が庁舎内の女性トイレの使用の制限（上下
1 階は使えない）の合理性を争った事案です。 1 審は違法、 2 審は合法、
最高裁は違法、と判断が分かれました。

②は、「総合職」の女性従業員に社宅制度の適用がない、という不利益
が、男女雇用機会均等法の差別に該当するとしたものです。
・人事権：①②⇒ 9 章
・給与体系：②⇒ 7 章

他章の関連裁判例
「中倉陸運事件」（障害者への退職勧奨）： 3 章（退職）⑧、12章（ハラス

メント）
「大和高田市事件」（障害者の営業活動）：11章（労災）⑩
「Man to Man Animo 事件」（障害者の勤務環境）：12章（ハラスメント）

①

多様性　2024年の特徴
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国・人事院（経産省職員）事件

●― ―――――――――――――― 最高裁三小法廷令5.7.11判決（労働判例1297号68頁）

この事案は、トランスジェンダーの職員 Xが、勤務先の経産
省 Yで女性として処遇されるように申し入れてきた事柄や経過
について、Y の対応や決定に問題があるとして争った事案で
す。Xが問題にした Y担当者の言動や、Yの決定（Xの要求を
拒否するものなど）は多岐にわたります。
1審はこのうち、女性トイレの使用制限（執務室の上下 1階の

女性トイレの使用を禁止）と、上司 Aの「なかなか手術を受け
ないんだったら、もう男に戻ってはどうか」という発言につい
て、違法であると判断しました。
2審は、後者の判断は維持しましたが、前者（トイレ制限）に

ついて判断を覆し、トイレ制限についての Yの責任を否定しま
した。
最高裁では、トイレ制限の問題についてだけ判断がされ、 2審

の判断を否定し、1審の判断を維持しました（ 2審を破棄しました）。

1 ．判断内容
最高裁は、まず、 2審を以下のように要約しました。
「経済産業省において、本件処遇を実施し、それを維持してい
たことは、上告人を含む全職員にとっての適切な職場環境を構築
する責任を果たすための対応であったというべきであるから、本
件判定部分は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものと
はいえず、違法であるということはできない。」
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そのうえで、「一般国民及び関係者の公平並びに職員の能率の
発揮及び増進」の観点から与えられた裁量権（人事権）に関し、
「裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した」かどうかを判断基
準と設定して、以下のような理由（概要）で、この 2審の判断を
否定しました。
❶　X は、トイレ利用階の制限により、日常的に相応の不利益
を受けている。
❷　X は、性別適合手術を受けていないものの、治療を受けて
いて、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も
受けている。
❸　Yによる、Xの性同一性障害に関する説明会（本件説明会）
の後、X が女性トイレを使用してトラブルが生じたことはな
い。また、本件説明会では、数名の女性職員が違和感を抱いて
いるように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員はいなか
った。
❹　本件説明会から約 4年10か月後にも、Y は、X によるトイ
レの利用階制限撤廃の再度の要求を否定したが、女性トイレの
使用状況の調査や制限の見直しは検討されなかった。このよう
に、X の女性トイレ使用によるトラブルは想定し難く、特段
の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかった。
❺　つまり、X に不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見
当たらなかった。
このような理由から、結論として、「①本件における具体的な
事情を踏まえることなく②他の職員に対する配慮を過度に重視
し、③上告人の不利益を不当に軽視する」ものであって、「④関
係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地
から判断しなかった」から、著しく妥当性を欠く、と判断しまし
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た（○の数字は筆者）。
以上が、裁判官全員共通の「法廷意見」です。
まず、この「法廷意見」を整理してみましょう。
❶❷が X 側の事情（＝③）、❸❺が他の従業員側（≒ Y 側、
＝②）の事情、❹は両者を調整すべきプロセスの問題、と整理す
ることもできるでしょう（①④は、判断の方法や視点）。すなわ
ち、合理性の判断枠組みの一般的な形として見ると、「天秤の図」
そのものであり、一方の皿が従業員側の事情（❶❷③）、他方の
皿が会社側の事情（❸❺②）、支点に当たる部分がプロセス・そ
の他（❹）、という形に整理できるのです。
このように整理すると、X 側の不利益が大きいのに、Y 側の
不利益が小さく、プロセスも不十分だったから、Y の判断の合
理性が否定された、と評価できるでしょう。

2 ．補足意見
さらに、（他者の補足意見に賛成するだけの裁判官もいますが）
全裁判官が何らかの形で補足意見を表明しています。これらの補
足意見が、それぞれ相互に、あるいは法廷意見と比較して、どこ
がどのように違うのか、対立点が明確でなく、分かりにくいので
すが、上記❶～❺、①～④以外に具体的に指摘された理由には、
以下のようなものがあります。
❷′（裁判官宇賀克也）性別適合手術を受けていない場合であって
も、自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益をできる限り
尊重した対応をとることが求められていた。
❹′（裁判官宇賀克也）女性職員の違和感・羞恥心等は、研修により、
相当程度払拭できると考えられるが、かかる取組をしていない。
❶′（裁判官長嶺安政）不利益を被ったのは上告人のみであった。




